
構造特記仕様(3)
A1 
A3 

図 面 名 称

工 事 名 称

日  付 担  当 製  図 縮  尺

図 面 番 号

S -003
１級建築士 第350818号

小田嶋　亮 道の駅拡張整備　施設整備工事

申請図

*

*

*

*
* 摩擦面の処理は「標準仕様書」(7.12.5)による。

高力ボルトは溶融亜鉛めっき高力ボルト１種Ａ（F8T相当とする。）

溶融亜鉛めっき（JIS H 8641）のＡ種（HDZ55）

成形板張り工法（　　　　　　）

吹付け工法（　　　　　）

種類及び適用箇所（耐火時間は意匠図による）
工　法

「標準仕様書」(18.2.4)のＡ種とする。
めっきの種類及び付着量

めっき面の素地ごしらえ

高力ボルト

外部に接する部分
適用箇所

備　考適用箇所

巻付け工法

*

*

*
*

*

*

A種

鉄骨部のさび止め塗料種別は A種(JIS K 5621)とし、工場２回塗りとする。

鉄骨部のさび止め塗料種別は下記とし、工場2回塗り（1層目1種、2層目2種）とする。

鉄骨鉄筋コンクリ－ト造の鋼製スリ－ブ内面
耐火被覆面

デッキプレ－ト下端
さび塗装なし

鉄鋼面のさび止め塗料種別（18.3.2）
鉄骨造部分

C種
B種

鉄鋼面の素地ごしらえの種別（18.2.3）
種　別 適用箇所 備　考

上記に同じ

さび塗装なし

見え掛り部分は A種、見え隠れ部分は B種とする。
鉄鋼面さび止め塗料塗り (18.3.3)

* JIS K 5674

7.　さび止め塗装 （7.8）（18.3）

8.　溶融亜鉛めっき工法 　　（7.12）（14.2.3）

9.　耐火被覆 　　（7.9）

10. アンカ－ボルト 　　（7.2.4)（7.10.3）

*

*

*

*

*

*

*

*

*

構造用アンカ－ボルトの材料

溶接技能者が行う。

建築基準法施行規則第1条の3第1項による認定を取得し、かつ監理者が事前に承認した

金属工事及び建具工事など鉄骨部材に溶接を必要とする場合は、原則工場にて下地鉄骨を予め取り付けること。

下記グレード以上の工場とする。

梁貫通位置図による。
該当設備図及び電気図による。

図示による。現場にて変更が生じた場合は、監督員の指示に従う。
補強方法

補強箇所

たわみ測定（適用箇所：　　　　　　　　　　　）
建入れ検査（建方精度は、日本建築学会「鉄骨精度測定指針」による）

柱底均しモルタルの工法

認定品

適　用　箇　所

種　別

建方は請負者の責任で安全に行う。
検査（「標準仕様書」7.10.5による）

建方工法及び仮設材

無収縮モルタル

Ｂ種
Ａ種

モルタル

アンカ－ボルトの保持及び埋込み工法の種別

Ｃ種
Ｂ種
Ａ種

種　別

種　別

JIS G 3138のSNR400B

半固定柱脚（既製品）

ＮＣベ－ス
ベ－スパック
ハイベ－ス

認定品

認定品

備　考

アンカ－ボルト

適　用　箇　所 備　考

モルタル

現場にて位置・寸法の変更が生じた場合は、監督員の指示に従う。

日本鋳造（株）
旭化成建材（株）
センクシア（株）

備　考

JIS G 3138のSNR490B

型枠の類に固定
支持材に固定

モルタル詰め (30mm)
無収縮モルタル圧入 (50mm)

S グレード H グレード M グレード R グレード

建方用アンカーボルト
* JIS G 3101のSS400

*

又、現場にて取り付けを行う場合は母材に悪影響を与えないように予熱等の処置を行い、(7.6.3)による技量を有する

11. 建方 （7.10.4）（7.10.5）

12. 梁貫通孔補強

13. 鉄骨製作工場

14. 関連工事による溶接 （7.6.9）

15. 設備関係注意事項

意匠図による。

特記以外の梁貫通孔は原則として設けない。設ける場合は工事監理者の承認を得ること。

床スラブ内に設備配管等を埋め込む場合は、鉄筋のかぶり厚を確保し、設備配管系はスラブ厚さの1/3、管の間隔
設備機器の架台および基礎については工事監理者と設計者の承認を得ること。

を5 cm以上とする。
給湯設備の転倒、移動等により人が危害を受ける恐れがある場合は、「平成24年告示第1447号」を参照すること。
建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして以下の構造方法による。

建築設備（昇降機を除く）、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。
屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するもの（以下「屋上水槽等」という）は、支持構造部又は
建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。
煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製の支枠
を設けたものを除き、90 cm以下とすること。
煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5 cm以上とした鉄筋コンクリート造又は厚さが
厚さが25 cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とすること。

建築物に設ける給水、排水その他の配管設備（給湯設備※を除く）
風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。
建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷

管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可撓継手
を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。
管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の振動及び衝撃
の緩和のための措置を講ずること。
法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに
あっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なもの
とすること。

防止のための措置を講ずること。

給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。
満水時の質量が15 kgを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、建設省告示第
1388号第5に規定する構造方法によること。

※「給湯設備」：建築物に設ける電気給湯器その他の給湯設備で、屋上水槽等のうち給湯設備に該当するものを
　　　　　　　　　 除いたもの

令129条の2の3 の事項以外
特記以外の梁貫通孔は原則として設けない、設ける場合は設計者の承諾を得ること。
設備機器の架台及び基礎については工事監理者の承諾を得ること。
床スラブ内に設備配管等を埋め込む場合はスラブ厚さの1/3以下とし管の間隔を5 cm以上とする。

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
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（仕上げについては意匠図を正とする)

図  面  番  号工  事  名  称
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鉄筋コンクリート構造標準図(1)
A1 
A3 

図 面 名 称

工 事 名 称

日  付 担  当 製  図 縮  尺

図 面 番 号

S -004
１級建築士 第350818号

小田嶋　亮 道の駅拡張整備　施設整備工事

申請図

重ね継手圧接継手

4. P1は設計ピッチ以下とする。

3. フック及び継手の位置は交互とする。

   主筋の位置をさける。

2. Ｗ型で現場溶接をする場合は

1. 第1フ－プは梁づらに入れる。

型

a) Ｈ形（タガ形）

又は、両面溶接 5d 以上

a は片面溶接 10d

5d以上

10d以上

L2

（3）地中小梁、地中片持梁の定着

b) 地中片持梁（先端に小梁が付かない場合）

a) 一般部

梁への定着・・・
柱への定着・・・・・

下端筋 {

L2

平面

（3）記号

(1) 軽量コンクリ－トの場合は、10mm増しの値とする。

かぶり厚さ

@…間隔　　　　…中心軸　　lo…部材の内法距離　  ho…部材間の内法高さ　　ST…スタ－ラップ

d…異形棒鋼の呼び名に用いた数値　丸鋼では径　　D…部材の成　　φ…直径又は丸鋼　　r…半径

（2）かぶり厚さ

(2) （　）内は仕上げがある場合とする。

土に接する部分

土に接しない部分

基礎　・　擁壁

柱・梁・スラブ・耐力壁

耐力壁

非耐力壁
スラブ

屋根スラブ

柱
梁

部     位

擁壁

屋外

屋内

屋外

屋内

2. 鉄筋加工、かぶり

LC

60

40

40

40（30）

30

30（20）

30（20）

かぶり厚さ

50

70

50

50

40

40

40

（mm）

（1）

（1）

4. 柱、梁（地中梁は除く）の出すみ部分の鉄筋（右図参照）

1. 丸鋼

（1.～6. に示す鉄筋の末端部にはフックを付ける。）

6. その他、本配筋標準に記載する箇所

5. 単純梁の下端筋 梁

柱

（1）構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。

1. 一般事項

2. ２５mm

1. 粗骨材の最大寸法の1.25倍 異形鉄筋

図の ・ 印の鉄筋の重ね継手の
末端にはフックが必要

Wの三角壁厚さは、200 以上又は地中梁幅とし、

地中梁に

配筋は同厚の壁リストにならう。

地中梁に

H≦500は* 印筋は不要とする。

※1.  片持梁

（1）基礎接合部の補強

W

L1

500 < H ≦ 1,000

* 印筋はD10-@200とする。

*
*

** *

*

L
2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

（1）独立（フーチング）基礎の定着
外端部 内端部

設計 最小

外端部 内端部

異形鉄筋

記　　号

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D35 D38 D41

（1）鉄筋の表示記号
d

D

8
d 

以
上

あき
do do

L2

L1

L
2

H

L
2

300

梁
幅

lo/4 lo/4lo/2

lo

lo

lo/4 lo/4lo/2

15d 15d

lo

lo/4 lo/4lo/2

20d 20d

15d 15d

B/2

B

30 H

（3）鉄筋のあき

（4）鉄筋のフック

※1.  片持梁

lo/4 lo/4lo/2

lo

a）独立基礎の場合

スラブが付かない場合 スラブが付く場合

b）連続基礎及びべた基礎の場合

※1.  片持梁には原則として継手を設けない

※1

※1

※1

※1

※1

L2

※1

※1

（mm）

（間隔）

3. 基　礎

曲げ補強筋

3
-
D

1
3

4. 地中梁

（4）地中梁の継手

（2）布（連続フーチング）基礎、べた基礎の定着

腹筋

* 片持梁の先端に小梁のつく場合

腹筋

L2

5. 柱

（1）柱の定着

5
0
0
以

上
か

つ

H

H
／

2
H

／
2 3

0

L2

L1

L2

か
ぶ

り
厚

L
2

h
o
/
2
+
1
5
d

h
o

L
2

L
2

h
o

h
o
/
2
+
1
5
d

≧150

（3）フ－プ

D

第1フ－プ

 P2

6d

135°

a

5d

2d 2d

鉄筋コンクリ－ト構造標準図

1
5
d

1
5
d

継手位置の範囲を示す。

（2）柱の継手 継手位置の範囲を示す。

※1.  梁主筋のみ込み長さ（柱せいの3/4以上かつ La 以上）

※1.  梁主筋のみ込み長さ（柱せいの3/4以上かつ La 以上）

但し、特殊な鉄筋継手の場合のあきは、図示による。

折曲げ角度 折曲げ図

D16 以下 D19～D38

SD295, SD345 SD390

D19～D38

d

D

4d 以上

  180°

折曲げ内法直径（D）

3d 以上 4d 以上 5d 以上

  135°

d

D

6d
 以

上

  90°

及び
  90°

  135°

d

D

4
d 

以
上

（5）鉄筋の折曲げ形状及び寸法

(3) 溶接金網の最小かぶり厚さも同表による。

45°～60°

20d 20d

地中小梁・地中片持梁 *

側面

柱

1
,5

0
0
 以

下

h
o

※印がL2 以下の場合

柱頭部定着不足の場合

-主筋と同径
同間隔

-主筋と同径
同間隔

※

型

4d
6d

6d

型

b) Ｗ-I 形（溶接形）

c) SP形(スパイラル筋)

末端部 (柱頭 又は 柱脚) 中間部 (重ね継手)

柱頭・柱脚の末端部
1.5 巻以上の添え巻

50dかつ

6
d

6d

300 以上

6d 6d

2. フ－プ、スターラップ

3. 煙突の鉄筋

下記の1.～3. の最大のもの以上とする。

3. 隣合う鉄筋の平均径の1.5倍

又は

8
d

※ ガス圧接の場合

θ＞80°

θ

圧接面

d d

1.1d 以上

1
.4

d 
以

上

d/
5
 以

下

d/4 以下

3mm 以下

≧ 400

圧接面 圧接面

鉄筋径の差が 5mmを超える場合は、圧接しない。

400 以上かつ
（a+40）mm以上

カップラー

0.5 L1h

a

d) 丸形

6d

5d以上

10d以上
又は

（幅止め筋）

d

D

4d
 以

上

2.  90°未満の折曲げの内法直径は特記による。

1.  片持ちスラブ先端、壁筋の自由端側の先端で90°フック又は135°フックを用いる場合には、余長は4d以上とする。

鉄筋の種類
コンクリートの設計基準強度

SD345

SD390

（6）鉄筋の重ね継手の長さ

Fc (N/mm2)
L1（フックなし） L1h（フックあり）

SD295

18

21

24  27

30  33  36

18

21

24  27

30  33  36

21

24  27

30  33  36

45d

40d

35d

35d

50d

45d

40d

35d

50d

45d

40d

35d

30d

25d

25d

35d

30d

30d

25d

35d

35d

30d

2.  フックありの場合のL1hは、図Aに示すようにフック部分L を含まない。

1.  L1、L1h：重ね継手の長さ及びフックあり重ね継手の長さ。

3.  軽量コンクリートの場合は、表の値に5d を加えたものとする。

L1h

L

（図A） フックありの場合の重ね継手の長さ

L1h

L1h L1h

L1h

≧0.5 L1h

フックありの場合

フックなしの場合

L1

L1

L1

L1

≧0.5 L1

継

手

ね

重

継

手

接

圧

式

継

械

機

_____

_____

（9）定着の方法
1. 直線定着 2. 折曲げ定着

又は L3
L1、L2、

フックなし

又は L3h
L1h、L2h、

フックあり

（但し、柱成の 3/4 倍以上）

※．（5）定着長さを確保する

La
※

余
長

Lb

L1又はL2

余
長

梁主筋の
柱内折曲げ定着の投影定着長さ

小梁及びスラブの上端筋の
梁内折曲げ定着の投影定着長さ

（10)投影定着長さ

鉄筋の種類
コンクリートの設計基準強度

SD295

SD345

SD390

Fc (N/mm2)
La Lb

18

21

24  27

30  33  36

18

21

24  27

30  33  36

21

24  27

30  33  36

20d

15d

15d

15d

20d

20d

20d

15d

20d

20d

20d

15d

15d

15d

15d

20d

20d

15d

15d

20d

20d

15d

1.  La ：梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ。

（地中梁、片持ち梁及び片持ちスラブを含む。）

2.  Lb ：小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ。

（片持ち小梁及び片持ちスラブを除く。）

3.  軽量コンクリートの場合は、表の値に5d を加えたものとする。

手

4.　継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする。

5.　径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い鉄筋の径による。

6.　D29以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはならない。

（7）隣り合う継手の位置
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（2）本標準図及び構造図面にない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」最新版および、日本建築学会

「鉄筋コンクリート造配筋指針同解説」による。
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(4) ひびわれ誘発目地部など鉄筋のかぶり厚さが部分的に減少する箇所についても最小かぶり厚さを確保する。

かぶり厚さ
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の設計基準
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4.  L3h      ：小梁の下端筋のフックありの定着の長さ。
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場合は
25d）

▽
定着起点

L1、L2又はL3

図A　直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ

▽
定着起点

直線定着の長さ

（8）鉄筋の定着の長さ
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直線定着の長さ

強　　度種　類

小梁 スラブ
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_____

フックありの定着の長さ

L1h
小梁 スラブ
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20d

1.  L1、L1h ：2.から4.まで以外の直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ。

2.  L2、L2h ：割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ。

3.  L3        ：小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ。ただし、基礎耐圧スラブ及びこれを受ける小梁は除く。

5.  フックありの定着の場合は、図Aに示すようにフック部分 ℓ を含まない。また、中間部での折曲げは行わない。

6.  軽量コンクリートの場合は、表の値に5d を加えたものとする。
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